
会計情報レポート

平成29年3月期の期首より、企業会計基準適用指針
第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指
針」（以下、回収可能性指針）が原則適用となります。
本稿では、この他に平成28年度税制改正の影響を含
め、平成28年6月第1四半期決算に当たっての留意事
項を解説します。なお、文中の意見に係る部分は筆者
らの私見である旨をお断りします。

1. 回収可能性指針の概要
平成27年12月28日に公表された回収可能性指針に

おいて、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して監
査委員会報告第66号（以下、66号）における企業の
分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上
で、当該取扱いの一部について必要な見直しが行われ

ています（＜表1＞参照）。
この回収可能性指針は、平成28年4月1日以後開始

する年度の期首から原則適用とされます。また、平成
28年3月31日以後終了する年度の年度末から早期適
用することが認められています。
本稿では、平成29年3月期から原則適用する企業と
平成28年3月期において早期適用した企業に分けて、
平成28年6月第1四半期における会計処理と開示を解
説します。

2. 原則適用する企業
（1）会計処理
①会計方針の変更による影響
回収可能性指針において、＜表1＞の①から③の定

めを適用することにより、これまでの会計処理と異な
ることとなる場合には、会計基準等の改正に伴う会計
方針の変更として取り扱うこととされています。この
場合、期首時点で新たな会計方針を適用した場合の繰
延税金資産及び繰延税金負債の額と、前年度末の繰延
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①（分類2）に該当する企業における、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産について、一定の場合
に回収可能性があるものとする取扱い

②（分類3）に該当する企業における、おおむね5年を明らかに超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差
異等に係る繰延税金資産について、一定の場合に回収可能性があるものとする取扱い

③（分類4）の要件に該当する企業において、一定の場合に（分類2）に該当するものとする取扱い

④（分類4）の要件として、66号における「重要な税務上の繰越欠損金が存在する会社」という要件は踏襲しない

⑤（分類5）の要件として、66号における「債務超過の状況にある会社」等の要件は踏襲しない
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税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、適用初年
度の期首の利益剰余金等に加減することになります。
なお、この＜表1＞の①から③の定めは、原則的な
取扱いにかかわらず繰延税金資産について回収可能性
があるものとしていますが、企業が主体となって検討
を行い、合理的な根拠をもって説明する場合に適用さ
れる定めになっていることにご留意ください。

②会計方針の変更以外の影響
＜表1＞の①から③の定めを適用しない場合であっ

ても、回収可能性指針を適用することで＜表1＞の④
や⑤などの影響により繰延税金資産が増減する場合が
あり、その影響は平成28年6月第1四半期において損
益として反映されることになります。
なお、四半期における税金費用の会計処理として、
四半期特有の会計処理（後述Ⅲ. 2参照）を採用してい
る場合、当該損益影響の反映について＜設例＞の二つ
の方法があると考えられます。

（2）開示
①会計方針の変更による影響がある場合の開示
＜表1＞の①から③の定めを適用している場合、適

用初年度における会計方針の変更に関する注記とし
て、四半期報告書及び有価証券報告書に、会計方針の
変更による期首の繰延税金資産に対する影響額、利益
剰余金に対する影響額、及びその他の包括利益累計額
又は評価・換算差額等に対する影響額を注記すること
になります。

②会計方針の変更による影響がない場合の開示
＜表1＞の①から③以外の影響については、会計方

針の変更に該当しないため、会計方針の変更の影響額
として注記する金額には含まれません。また、＜表1＞
の①から③の定めを適用せず会計方針の変更がない場
合には、会計方針の変更に関する注記は記載しません
が、この場合には追加情報として回収可能性指針を適
用している旨を四半期報告書及び有価証券報告書に記
載することが適当と考えられます。

3. 早期適用した企業
（1）会計処理
平成28年3月期に早期適用を行っているため、平

成28年6月第1四半期は前述のⅡ. 2で述べた会計処理
は行われません。

（2）開示
①比較年度において会計方針の変更による影響がある
場合の開示
平成28年3月28日に改正された回収可能性指針に

て、早期適用を行った翌年度の比較情報について、回
収可能性指針を期首にさかのぼって適用するのは、
＜表1＞の①から③の定めのみであることが明確化さ
れています。
具体的には、平成28年3月期に早期適用を行い、

＜表1＞の①から③の定めに関する影響を期首にさか
のぼって適用したことで、平成27年6月第1四半期に
おいて発生した将来減算一時差異に係る繰延税金資産
について、追加で回収可能と判断することがあります。
これにより、増加する繰延税金資産に対応する法人税
等調整額を計上するなど損益影響が生じる場合、当該
損益影響は平成28年6月第1四半期報告書の比較情報
に反映することになります。

▶設例　適用初年度期首における四半期特有の会計処理（後述＜表3＞の原則的取扱いを前提）

【前提条件】• 予想年間納付税額　350
• 予想年間法人税等調整額　△50（回収可能性指針の影響を除く）
• 回収可能性指針の適用による会計方針の変更以外の損益影響　△150（前期末時点で回収可能性なしと判断し
ていた金額）

• 予想年間税引前当期純利益　1,000
• 税引前四半期純利益　200

（ⅰ）当該損益影響を除いた予想年間税金費用をもとに年間見積
実効税率を算出し、当該税率を税引前四半期純利益に乗じ
た金額と当該損益影響を合計した金額を第1四半期の税金
費用とする方法

（ⅱ）当該損益影響を予想年間税金費用に含めて年間見積実効税
率を算出し、当該税率を税引前四半期純利益に乗じた金額
を第1四半期の税金費用とする方法

第1四半期の税金費用＝
200×（350＋△50）÷1,000＋△150＝△90

第1四半期の税金費用＝
200×（350＋△50＋△150）÷1,000＝30
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この場合、平成27年6月第1四半期報告書に記載し
た損益と相違する旨を平成28年6月第1四半期報告書
に追加情報として記載することが適当と考えられます。

②比較年度において会計方針の変更による影響がない
場合の開示
早期適用した前期末において会計方針の変更以外の
影響により損益を計上したとしても、当該影響は平成
28年6月第1四半期報告書の比較情報には反映させな
いことになります。

平成28年度税制改正法は、本年3月29日に国会で
成立しました。企業会計基準適用指針第27号「税効
果会計に適用する税率に関する適用指針」が平成28

年3月期末から適用されているので、当該指針の定め
により、国会成立日以後の決算から、改正後の税率を
用いて税効果額の計算を行うことになります。＜表2＞
は、3月末決算の会社における税率の推移となります。

1. 四半期決算の税金計算について原則法を採用してい
る会社
四半期決算においても、法人税等の計算は年度決算
と同様の方法で行うのが原則です※1。この方法によ

る場合、繰延税金資産及び繰延税金負債は、対応する
将来減算（加算）一時差異が回収又は支払われると見
込まれる期の税率を用いて算定します。前期決算にお
いて、平成28年度税制改正による税率変更はすでに
織り込まれていますが、この第1四半期においても、
＜表2＞に掲げた将来の税率などを用いて、税効果会
計が適用されます。

2. 四半期決算の税金計算について「四半期特有の会計
処理」を採用している会社
四半期決算における税金計算は、「四半期特有の会
計処理」によることもできます。具体的には、年度の
実効税率を合理的に見積り、当該見積実効税率を税引
前四半期純利益に乗じて税金費用を算定します。税効
果に関しては、繰延税金資産についてその回収可能性
を検討した上で、基本的に前期末の数字を引き継ぎま
す（四半期基準14項ただし書き）。
この四半期特有の会計処理によっている場合、
＜表2＞に掲げたように将来の税率が複数となるとき
は、実務対応報告第29号「改正法人税法及び復興財
源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年
度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実
務上の取扱い」Q2も参考に、＜表3＞の取扱いによ
り会計処理することが考えられます。

Ⅲ　平成28年度税制改正（税率の変更）が
　　税効果会計に与える影響

※1　企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」（以下、四半期基準）14項本文

▶表2　法定実効税率の推移

（参考）
平成28年3月期

平成29年3月期
平成30年3月期 平成31年3月期

標準税率 32.11％ 29.97％ 29.74％

東京都（特別区）における外形標準課税適用法人 33.06％ 30.86％ 30.62％

▶表3　四半期特有の会計処理を採用している場合の複数税率の取扱い＊

原則 容認

複数税率の影響を勘案した年度の税金費用（予想年間納付税額
＋予想年間法人税等調整額）をベースに見積実効税率を算出
する

複数税率の影響が重要でないと見込まれる場合、当期の法定
実効税率を用いて算定した予想年間税金費用を前提に、見積
実効税率を算出する

＊　当法人ウェブサイトの企業会計ナビ内 会計情報トピックス「税率変更翌年度の四半期決算における税金費用の計算に係る実務対応報告のポイント」参照
（www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/accounting-topics/2012/2012-03-19.html）
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※2　「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」（平成28年4月22日　企業会計基準委員会）

平成28年度税制改正では、平成28年4月1日以後に
取得した建物附属設備及び構築物について、税務上の
減価償却方法が定率法から定額法に変更となりました。
これに伴い、会計上の減価償却方法の取扱いが論点
となります。すなわち、これまで建物附属設備又は構
築物について定率法で償却していた場合に、税務上の
減価償却方法の変更に合わせて、会計上の減価償却方
法も定額法に変更することができるかどうか（税制改
正が会計方針の変更のための「正当な理由」として認
められるかどうか）が実務上のポイントとなります。
この論点に関して、平成28年4月22日に実務対応

報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減
価償却方法の変更に関する実務上の取扱い（案）」（以
下、公開草案）が企業会計基準委員会（ASBJ）から
公表されています。公開草案2項では、「従来、法人

税法に規定する普通償却限度相当額を減価償却費とし
て処理している企業」を対象に、平成28年4月1日以
後に取得した建物附属設備、構築物又はその両方につ
いてこれまでの定率法による償却を定額法による償却
へと変更した場合に、会計処理の原則及び手続を定め
る法令等の改正に準じて、会計基準等の改正に伴う会
計方針の変更として取り扱うものとする提案がなされ
ています。
この実務対応報告は、公表日以後最初に終了する年
度にのみ適用されます。また、平成28年4月1日以後
最初に終了する年度が公表日より前に終了している場
合にも、適用可能とすることが提案されています。
なお、前記は公開草案における提案であり（本稿執
筆時点では、6月中の最終化が予定されています※2）、
最終化された実務対応報告における定めをご確認くだ
さい。

Ⅳ　減価償却方法の変更

Short column
売掛金の回転期間

回転期間分析は債権回収の状況等を概括的に検討
する上で重要な指標です。このうち売掛金の回転
期間は、「売掛金残高÷月次平均売上高」という
算式で算出されることが一般的ではないかと思い
ます。
上記は一定の傾向なり特徴を示す意味のある計算
だと思いますが、算出された数値は何を意味する
かということを考えると、疑問を持たざるをえま
せん。例えば、毎月の売上は、月末締めで翌月に
すべて現金回収されるという状況の場合、回転期
間はちょうど1カ月と計算されるのが回収条件と
も合致した意味のあるものだと思います。
しかし前述の算式だと、①分母を1年等の売上高
から平均しているため季節による増減の影響で1

カ月からかい離した回転期間になり得る②消費税

の取扱いが分子と分母で異なる場合、①の状況が
なくても回転期間は1カ月として算出されない、
といった点で回転期間分析そのものの意義という
点で改善の余地はあるように感じます。
これに対する方法として考えられるのは、売掛金
残高を期末月の売掛金発生額で除する（残高の方
が大きければ、超えた部分をその前の月の売掛金
発生額でさらに除して合計する）ということで
す。この方法では、金額を収集するのが少々面倒
かもしれませんが、前述の①・②といった欠点は
回避できます。いずれにせよ、どのような目的で
回転期間分析をするかによって、採るべき算式は
変わってくるのだと思います。

（公認会計士　藤田英之）
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